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冠省

早速ですが、貴社に対し、行政書士法第１条の３第２項に基づき、書類作成代理人として下記の通り通知致します。

通知人は、貴社から雇用され、平成２２年×月××日から社員として労務を行ってまいりました。
そして、平成２２年×月××日、通知人は貴社より、同日付の解雇を言い渡されました。
しかしながら、労働契約法第１６条に定める解雇権濫用の法理に基づき、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効となります。

本件の場合、通知人には何等の解雇される理由はなく、本件解雇は到底承伏出来ないものであります。

よって、本件解雇は無効でありますから、現時点での未払金××××円、及びこれに対する支給すべき日の翌日から支払済まで年６分の割合による金員をお支払い下さい。

また、これに併せて、以後毎月××日限り金××××円の給与の支給を継続されるよう求めます。
万が一お支払いが頂けない場合には、地位保全及び賃金仮払仮処分命令の申立を為すとともに、未払賃金の元本と遅延損害金（支払うべき日の翌日から年６％）、および労働基準法第１１４条に定める付加金をあわせて民事上の請求を行い、併せて労働基準監督署への労働基準法違反申告ないし刑事告訴も行なう所存ですので、善処頂けますよう、お願い申し上げます。
なお、賃金の不払いは、労働基準法第１０９条により、最高で懲役６ヶ月または罰金３０万の刑に処せられるおそれがありますので、ご注意下さい。

最後に、今後の連絡事項等は、書面のみとし、通知人や通知人の家族等への直接折衝はご容赦下さい。

万が一、この申し出に反して直接折衝などをされた場合、強要罪（刑法第２２３条）や業務妨害罪（刑法第２３３条、２３４条）で刑事告訴する場合がありますので申し添えます。
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